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下請契約における代金支払の適正化等について 
 
 建設投資が低迷し、依然として厳しい経営環境が続いている中、資金需要の

増大が予想される夏期を控え、経営基盤の脆弱な中小企業が多数を占める下請

契約における受注者に対する代金支払の適正化が求められております。 
 国土交通省では、従来より適正な契約の締結、代金支払いの適正化等につい

て指導を行うとともに、平成 16 年に策定された「建設業構造改善プログラム
２００４」においても指導を徹底するとされております。しかしながら、「下

請代金支払状況等実態調査」及び「専門工事業下請取引実態調査」によれば、

徐々に改善されてはいるものの、依然として下請契約において、書面による締

結がされていない例が多いほか、元請業者によるいわゆる「指値」による発注

の増加や前払金、労務費相当分などの必要資金も下請業者に対して適正に支払

われていないなどの事例が指摘されています。 
このため、国土交通省より、関係法令や指針等の遵守はもとより、下請契約

における請負代金の設定及び代金支払いの適正化等に一層努めるとともに、最

近、低入札価格調査対象工事が増加傾向にある中、下請業者へのしわ寄せが懸

念されるため、国土交通省では、下請契約の締結状況や代金の支払状況等につ

いて立入調査を実施するとしていることから、これまで以上に下請契約の適正

化に努めるよう別添のとおり通達が発出されましたので、貴会会員企業に対し

この趣旨の周知徹底をよろしくお願いいたします。 
  

以 上 










